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ふるさと納税ワンストップ特例制度利用について 

 

平成２７年４月１日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。 

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、寄附金控除を受ける目的以外に確定申告等を 

行わない給与所得者等（寄附者）が、寄附を行う際に、一定の条件を満たす場合、個人

住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の地方団体（遠軽町）が寄附者に

代わって行うことを要請できる制度です。この特例が適用される場合は、確定申告を行

った場合の所得税及び個人住民税の寄附金控除額が賦課期日現在の都道府県民税および

市区町村民税から控除されます。 

本特例を要請する場合は、別紙「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必

要になります。 

当町に寄附の申し込みをいただきましたら、払込用紙と併せて申告特例申請書を送付

させていただきますので、制度御利用の場合は提出願います。 

なお、申告特例申請書提出後、年の途中で、氏名、住所が変更となった場合は、翌年

１月１０日までに申告特例申請事項変更届出書が必要となりますので御連絡ください。 

変更の連絡がない場合は、特例制度が利用できなくなる可能性がありますので御注意

ください。 

また、本特例制度利用申請後、特例の条件を満たさなくなった場合は、本特例制度は

利用できませんので、確定申告が必要となります。 

御不明な点等がありましたら御連絡ください。 

 




